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・ 定額減税対象者は、 ６ 月分の特別徴収はあり ません。

・ 同封の税額決定通知書（ Ｂ ４ サイ ズ）には、 減税後の金額を

　 記載し ています。 同通知書のと おり 徴収し てく ださ い。

・ 個人の減税額は、 圧着式の納税義務者用税額

　 決定通知書に記載し ています。

※詳し く は新潟市ホームページを ご覧く ださ い

個人住民税の定額減税を実施し ます
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納入場所

１ 　 日本国内の店舗で納めら れると こ ろ

同封書類

２ 　 新潟市納税課、 区役所、 出張所、 連絡所

銀行………………

信用金庫…………

信用組合…………

農業協同組合……

漁業協同組合……

労働金庫…………

郵便局……………

第四北越銀行　 大光銀行　 みずほ銀行

三菱Ｕ Ｆ Ｊ 銀行　 三井住友銀行　

秋田銀行　 東邦銀行　 北陸銀行

き ら やか銀行

新潟信用金庫　 三条信用金庫　

新発田信用金庫　 加茂信用金庫

新潟縣信用組合　 興栄信用組合　

はばたき 信用組合

協栄信用組合　 巻信用組合

新潟県信用農業協同組合連合会

新潟かがやき 農業協同組合

新潟市農業協同組合

東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店

※新潟支店のみ

新潟県労働金庫

ゆう ちょ 銀行、 郵便局

※新潟県・ 長野県以外で納入する場合は

　 17 ページも ご覧く ださ い　

給与所得に係る市民税・ 県民税・

森林環境税　 特別徴収税額の決定通知書

（ 特別徴収義務者用）

事業主用（ 正本を 紙で希望し た事業主のみ）

１
　 事業主が従業員から 徴収すべき 各月

の市民税・ 県民税・ 森林環境税額を 記

載し ています。 事業主が保管し てく だ

さ い。

　
　 採用・ 退職などの届出や新たな課税

資料などにより 、税額などが変更と なっ

た場合は、 後日「 特別徴収税額の変更

通知書」 を 送付し ます。 その後の月割

額は同通知書に記載さ れた額を徴収し

てく ださ い。

給与所得に係る市民税・ 県民税・

森林環境税　 特別徴収税額の決定通知書

（ 納税義務者用）

従業員用（ 正本を 紙で希望し た事業主のみ）

２
　 圧着をはがさ ず、切り 離し て速やかに

従業員へ配布し てく ださい。

　
　 課税内容の問い合わせは、従業員本人

から、通知書に記載さ れた問い合わせ先

に連絡するよう お伝えく ださ い。

　
　 退職・ 休職な ど の場合は、「 給与所

得者異動届出書」（ 10ページ） と と も

に市民税課へ返送し てく だい。

市民税・ 県民税・ 森林環境税

特別徴収納入書

事業主用（ 希望し た事業主のみ）

３
　 右に記載し た納入場所で使用できま

す。

　 給与支払報告書（ 総括表） 提出時に

「 納入書不要」 にチェ ッ クをつけるなど、

事前に不要の連絡をいただいていた場

合は同封し ていません。

Ｂ ４ サイ ズ

緑色刷

横長圧着

緑色刷

領収証書 納入書 納入済通知書

左側結束

緑色刷

　 今回送付し た書類は次のと おり です。 再発行はでき ません。 紛失や破損

に注意し てく ださ い。

　 令和６ 年度よ り 、ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ（ 電子申請）で給与支払報告書を提出し 、 下記１ ・ ２ の正本の受取方

法を 電子データ 希望と し た場合、 事業主のｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ に電子データ を 配信し ます。 書面での通知

書の発行はあり ません。
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市民税・ 県民税（ 住民税）と は

特別徴収の事務

　 市民税・ 県民税は、 住んでいる 地域の費用を 能力に応じ て広く 分担し あう 税

金です。 昨年１ 年間の所得金額など を 基に計算し 、 税額が決ま り ま す＝図＝。
計算方法や各種控除など詳し く は４ ～６ ページを ご覧く ださ い。

特別徴収と は
　 従業員（ 納税義務者） の市民税・ 県民税・ 森林環境税を 給与天引きし 、 事業主

（ 特別徴収義務者） が納める 徴収方法のこ と です。
　 所得税の源泉徴収義務のある 事業主は、 従業員の市民税・ 県民税・ 森林環境

税を 特別徴収する こ と が法律で義務付けら れています。 徴収・ 納入など へのご
協力を お願いいたし ます。 　 　 　    （ 地方税法第 41 条、 第 321 条の３ 、 319 条）

金融機関

特別徴収義務者

（ 給与支払者）

納税義務者

（ 給与所得者）

特別徴収義務者

の指定・ 税額通知

新潟市 事業主 従業員

税額通知書

の配布

１ 　 税額通知書の配布

　 事業主と 従業員への税額通知書を 送付し まし た。 ５ 月 31 日までに各従業員
に配布し てく ださ い。

　 すでに退職等し た人については「 給与支払報告・ 特別徴収に係る 給与所得
者異動届出書」（ 様式１ 、 10・ 11 ページ） を 速やかに提出し てく ださ い。

２ 　 徴収及び納入
　 ⑴　 月割額の徴収

　 別紙「 市民税・ 県民税・ 森林環境税　 特別徴収税額の決定通知書（ 特別
徴収義務者用）」 に、 各従業員の月割額を 記載し ています。 ６ 月分の月割額
は６ 月に支払う 給与から 、 ７ 月分以降の月割額は７ 月から 翌年５ 月まで毎

月支払う 給与から 順次徴収し てく ださ い。

　 ⑵　 特別徴収税額の変更
　 従業員の特別徴収税額に変更が生じ た場合は「 市民税・ 県民税・ 森林環
境税　 特別徴収税額の変更通知書」 を 送付し ま す。 その後の月割額は変更

通知書に記載さ れた額を 徴収し てく ださ い。

■森林環境税の導入
　 森林環境税は、 令和６ 年度から 賦課が始まる 国税です。 市民税・ 県民税の均等割と 併せて１ 人年額1,000円

を 市区町村が賦課徴収し ます（ ５ ページ参照）。 なお、 平成26年度から 全国的な防災・ 減災対策事業へ活用
する こ と を 目的に、 均等割が 1,000円引き 上げさ れていた措置は、 令和５ 年度を も っ て終了し まし た。

　 従業員の税額変更など によ り 、 遡っ て減額と なる 場合があり ま す。 納め
すぎと なっ た場合は、 事業所または本人の口座に返金する「 還付」、 も し く

は事業所の翌月以降の課税額に過納分を 充てる「 充当」で対応し ます。 後日、
照会文書を 発送し ますが、 お急ぎの場合は市民税課特別徴収係へご連絡く

ださ い。
　
　 ⑶　 月割額の納入

　 各従業員から 徴収し た月割額の合計額と 所要事項を 同封の納入書の該当
月分に記入し 、 徴収し た月の翌月1 0 日までに左ページの金融機関等で納入

し てく ださ い。 翌月10日が土・ 日曜、 祝日にあたる と き はその翌営業日が
納期限と なり ます。
※「 納期の特例（ ３ ページ）」の承認を受た場合は、 12月10日と 翌年６ 月10日まで

　 ⑷　 取扱指定金融機関等（ 左ページ参照）（ 地方税法第 321 条の５ 第４ 項）

　 ア　 新潟市指定金融機関
　 イ 　 新潟市指定代理金融機関

　 ウ　 新潟市収納代理金融機関に指定さ れた銀行・ 信用金庫・ 信用組合・
　 　 　 農業協同組合・ 漁業協同組合・ 労働金庫

　 　 エ　 郵便局　 ※郵便局で納入する場合、 17ページをご覧く ださ い

　 オ　 新潟市納税課、 区役所、 出張所、 連絡所

令和５ 年

１ 年間の所得など

１ 月 1 2 月

令和６ 年 令和７ 年

支払い期間

６ 月 ５ 月

５ 月

昨年の所得などを基に税額決定・ 通知

納入 税金の
徴収
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　 ⑸　 電子納入について

　 下記の電子納入を 利用する と 、 金融機関ま で出向く こ と なく 市民税・ 県
民税・ 森林環境税の納入ができ ます。

　 ご利用の際は必ず特別徴収義務者指定番号の入力を お願いし ます。 入力
せずに入金し た場合、 正し く 納入さ れないこ と があり ます。
　 電子納入によ り 納入書が不要と なっ た場合は、 市民税課へご連絡く ださ

い。
ア　 地方税共通納税システム

　 地方税共同機構が運営する 地方税ポータ ルサイ ト 「 eLTA X （ エルタ ッ
ク ス）」 を 利用し て、すべての地方公共団体へ納税を 行う こ と ができ ます。

詳し く は18ページを ご覧く ださ い。
イ 　 地方税納入サービス

　 金融機関が行っ ている 納税サービ スです。 詳細や手数料は、 取引先の

金融機関にお問い合わせく ださ い。

　 ⑹　 納入期限後の納入
　 納期限までに完納さ れないと き は、 納期限の翌日から 納入日までの期間
の日数に応じ て延滞金が課せら れます。

　 延滞金の額は、 納期限の翌日から １ か月間は年７ .３ ％、 そ の後は年
14.６ ％の各割合を 未納税額に乗じ て計算さ れま す。 未納税額は、 1,000円

未満の端数がある と き はその端数金額を 、 全額が2,000円未満である と き は
その全額を 切り 捨てて計算し ます。
　 ただし 、 平成 12 年１ 月１ 日以降の年７ .３ ％と 年 14.６ ％の割合について

は、 地方税法で定める 割合と なり ます。 特に令和３ 年１ 月１ 日以降は次の
割合と なり ます＝表＝。

　 ⑻　 納期の特例

　 給与の支払いを 受ける 者が常時
10 人未満の事業所で、「 特別徴収

税額の納期の特例に関する申請書」
を 提出し 承認を 受け た 場合に は、
給与等の支払いの際に徴収し た税

額を 年２ 回に分けて納入する こ と
ができ ます＝表＝。

　 すで に本市から 承認を 受けて い

る 場合は、 申請書を 再度提出する必要はあり ません。

　 納期の特例に関する申請書のダウンロ ード 方法は裏表紙を ご覧く ださ い。

納期限の翌日から １ か月間
延滞金特例基準割合（ ※） に
年１ ％の割合を加算し た割合（ 上限： 年７ .３ ％）

納期限１ か月経過後

※延滞金特例基準割合と は
当該期間の属する各年の租税特別措置法第 93 条第２ 項に規定する平均貸与割合に
年１ ％の割合を加算し た割合

延滞金特例基準割合（ ※） に
年７ .３ ％の割合を加算し た割合（ 上限： 年 14 .６ ％）

給与・ 退職手当等の
支払期間

納 期 限

６ 月～11 月の
支払分

12 月～翌年５ 月
の支払分

翌年６ 月 10 日まで

12 月 10 日まで

※土・ 日曜、 祝日の場合は翌営業日

　 ⑺　 督促状・ 滞納処分
　 納期限ま でに完納さ れない場合、 督促状を 送付し ます。 督促状を 送付し
た日から 起算し て 10 日を 経過し た日までに完納さ れないと き は、 財産差押

処分を 受ける こ と があり ます。
　 なお、 退職等異動があっ たにも 関わら ず届出がない場合にも、 督促状を

送付する こ と があり ますので、 速やかに異動届出書を 提出し てく ださ い。

３ 　 異動の手続き

　 ⑴　 従業員の異動
　 従業員に退職・ 休職・ 転勤・ 死亡等が生じ たと き は、「 給与支払報告・ 特

別徴収に係る給与所得者異動届出書」（ 様式１ 、10・ 11 ページ） を 作成し （ 書
き 方９ ページ参照）、 異動があっ た日の翌月10日までに市民税課へ提出し て
く ださ い。（ 地方税法施行規則第９ 条の 24）

　 転勤等によ り 引き 続き 特別徴収を 希望する 場合は、 転勤先の事業所を 経
由し て異動届出書を 提出し てく ださ い。

　 ⑵　 退職等による 未徴収税額の一括徴収
　 ６ 月１ 日から 12月31日までに退職等し た従業員の、 給与から 差し 引けな

く なっ た残り の未徴収税額は、 普通徴収に変更し て本人から 直接納めてい
ただき ますが、 申し 出があれば一括徴収にするこ と も でき ます。

　 １ 月１ 日から ４ 月30日までに退職等し た従業員の未徴収税額は、 本人の
意思にかかわら ず一括徴収し なければなり ません。 ただし 、 最後の給与又

は退職手当等が未徴収税額に満たない場合には普通徴収に変更する こ と が
でき ます。

　 ⑶　 国外転出者の未徴収税額の一括徴収
　 従業員が年の途中で国外転出し ても、 税額は変わり ま せん。 給与から 差

し 引けなく なっ た残り の未徴収税額は、 日本国内での最後の給与で一括徴
収を お願いし ます。
　 一括徴収ができ ない場合は、 従業員本人から 納税管理人の申請等を 行っ

ていただく 必要があり ます。

（ 注）　 ◯滞納または納入遅延があっ た場合、 承認を取り 消すこ と になり ます。

◯承認後、 給与等の支払いを 受ける者の人数が常時10人以上になっ たと き は、 その旨を

速やかに届けてく ださ い。

◯退職手当等に係る所得割額（ ７ ・ ８ ページ） にも 適用さ れます。
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４ 　 特別徴収に切り 替える手続き

　 ⑴　 切替依頼書の提出
　 採用や復職な ど で 普通徴収

の従業員を 特別徴収に切り 替
えたい場合は、「 特別徴収切替
依頼書」（ 様式２ 、 13ペ ージ）

を 作成し （ 書き 方 12 ページ
参照） 提出し てく ださ い。

　 納期限を 過ぎ た 分は切り 替
え で き ま せん。 従業員自身で

納入するよ う 伝えてく ださ い。
　 65歳以上で公的年金を 受給し ている 人は、 給与分の市民税・ 県民税・ 森
林環境税を 年度途中から 特別徴収に切り 替える こ と ができ ません。

　 ⑵　 税額通知書の発送時期

　 　 税額通知書は原則、 異動届出書や切替依頼書が市民税課へ到達し た月の翌
月中旬に発送し ます。

　 ⑶　 特別徴収を 始める 月
　 特別徴収の開始月は、 原則、 切替依頼書を 提出し た月の翌々月です。

　 例　 ８ 月10日に切替依頼書提出（ 普通徴収２ 期から 切替希望）
　 　 　 →９ 月中旬に税額通知書が事業所に届く
　 　 　 →10月から 特別徴収開始

　 　 　 　（ ２ 期～４ 期の税額を 10月～翌年５ 月の８ カ 月で分割）

５ 　 その他
⑴　 事業所の移転や名称変更等があっ た場合は「 特別徴収義務者所在地・ 名

称等変更届出書」（ 様式３ 、 14ページ） を 提出し てく ださ い。

⑵　 納入し た金額に不足があっ たと き は、 納入書巻末の予備の納入書に、 対

象年月と 不足金額を 記入の上、 納入し てく ださ い（ 15ページ参照）。
　 　 なお、 複数月分を 納入する と き は、 合算せずにひと 月ご と に納入書を 作

成し て納入し てく ださ い。

１ 　 納税義務のある 人（ 地方税法第 24 条、 第 294 条）
　 　 令和６ 年１ 月１ 日現在、 新潟市内に住所を 有する 人

２ 　 課税さ れない人

　 ⑴　 前年中において一定以上の所得を 有し なかっ た人
　 ⑵　 生活保護法の規定によ る生活扶助を 受けている 人
　 ⑶　 未成年者・ 障害者・ 寡婦・ ひと り 親で、 前年中の合計所得金額が

　 　 135万円以下の人

３ 　 均等割も 所得割も かから ない人
　 　 前年中の合計所得金額が、 次の算式で求めた額以下の人
　 31万5,000円×（ 本人⑴＋同一生計配偶者⑴＋扶養親族の数）＋10万円

　 ＋18万9,000円
　（ 18万9,000円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族がいる人のみ）

４ 　 所得割がかから ない人

　 　 前年中の総所得金額等の合計額が、 次の算式で求めた額以下の人
　 35万円×（ 本人⑴＋同一生計配偶者⑴＋扶養親族の数）＋10万円＋32万円
　（ 32万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族がいる人のみ）

５ 　 税金の減免

　 　 災害等を 受けたため納税が困難と なり 税金の減免を 受けたい人は、 速やか
に災害等を 証明する書類を 添付し 、「 市・ 県民税減免・ 森林環境税免除申請書」
を 提出し てく ださ い。

６ 　 税額の計算

　 　 市民税・ 県民税の税額は、 均等割額と 所得割額の合計額です。 所得割額は
前年中の所得金額を 基礎と し て計算さ れます。 詳し く は５ ・ ６ ページを ご覧
く ださ い。

※３ ・ ４ の「 扶養親族」 には控除対象外扶養親族（ 16歳未満） も 含みます

市民税・ 県民税の課税■特別徴収に切り 替えでき る普通徴収の納期

市民税課への

切替依頼書到達日

6 月3 0 日まで

8 月3 1 日まで

1 0 月3 1 日まで

1 月3 1 日まで

◯

×

×

×

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

◯

◯

◯

◯

１ 期 ２ 期 ３ 期 ４ 期

口座振替利用者は納期限の1 2 日前（ 必着）までに切替依頼

書を提出し てく ださ い。 以降に到達し た場合は、 口座振替

停止が間に合う 納期から 特別徴収に切り 替えます

■通知書発送先

異動

届出書

退職など

転勤

切替依頼書

提出物・ 事由 事業所

あり

異動元・ あり

異動先・ あり

あり

個人（ 普通徴収の納入書）

△（ 未納額がある場合）

なし

なし

なし
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令和６ 年度 個人住民税の定額減税を実施

　 定額減税対象者には、上記で算出し た「 所得割額」に減税を適用し ます。同封の税額決定

通知書には減税後の金額を記載し ています。個人の減税額は圧着式の税額決定通知書に

記載し ています。

※個人住民税が非課税または均等割のみの人、令和６ 年度の個人住民税に係る合計所得

金額が1 ,8 0 5 万円を超える人（ 給与収入のみの場合は2 ,0 0 0 万円超）は同減税対象外。

詳し く は新潟市ホームページをご覧く ださ い

特別徴収税額は次の順序で計算し ます。

特別徴収税額の算出方法 控除一覧

①
前
年
の
給
与
収
入
金
額

給
与
所
得
控
除
額

（
給
与
所
得
）

給
与
所
得
控
除
後
の
金
額

（
対
象
者
の
み
）

定
額
減
税

③
課
税
標
準
額

所
得
割
税
率

市民税８ ％
県民税２ ％

給
与
所
得
控
除
後
の
金
額

給
与
以
外
の
所
得

所
得
控
除
額

課
税
標
準
額

1 ,0 0 0 円
未満

切り 捨て

所
得
割
額

1 0 0 円
未満

切り 捨て

②

④
算
出
所
得
割
額

⑥

算
出
所
得
割
額

税
額
控
除
（
調
整
控
除
等
）

市
民
税
・
県
民
税
額

⑤
所
得
割
額

均
等
割
額

市民税
3 ,0 0 0 円
県民税

1 ,0 0 0 円

森
林
環
境
税

（ 1 ,0 0 0 円）

3 3 0 ,0 0 0 円

3 8 0 ,0 0 0 円

3 3 0 ,0 0 0 円

3 1 0 ,0 0 0 円

2 6 0 ,0 0 0 円

2 1 0 ,0 0 0 円

1 6 0 ,0 0 0 円

1 1 0 ,0 0 0 円

6 0 ,0 0 0 円

3 0 ,0 0 0 円

2 2 0 ,0 0 0 円

2 6 0 ,0 0 0 円

2 2 0 ,0 0 0 円

2 1 0 ,0 0 0 円

1 8 0 ,0 0 0 円

1 4 0 ,0 0 0 円

1 1 0 ,0 0 0 円

8 0 ,0 0 0 円

4 0 ,0 0 0 円

2 0 ,0 0 0 円

1 1 0 ,0 0 0 円

1 3 0 ,0 0 0 円

1 1 0 ,0 0 0 円

1 1 0 ,0 0 0 円

9 0 ,0 0 0 円

7 0 ,0 0 0 円

6 0 ,0 0 0 円

4 0 ,0 0 0 円

2 0 ,0 0 0 円

1 0 ,0 0 0 円

2 6 0 ,0 0 0 円

2 6 0 ,0 0 0 円

3 0 0 ,0 0 0 円

2 6 0 ,0 0 0 円

3 0 0 ,0 0 0 円

5 3 0 ,0 0 0 円

老人控除対象配偶者

3 3 0 ,0 0 0 円

3 8 0 ,0 0 0 円

4 5 0 ,0 0 0 円

4 3 0 ,0 0 0 円

2 9 0 ,0 0 0 円

1 5 0 ,0 0 0 円

2 ,4 0 0 万円以下

2 ,4 0 0 万円超2 ,4 5 0 万円以下

2 ,4 5 0 万円超2 ,5 0 0 万円以下

4 5 0 ,0 0 0 円

■所得控除額

雑損控除

医療費控除
（ 限度額 2 0 0 万円）

社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除

新契約

旧契約

旧長期契約

地震保険料

生
命
保
険
料
控
除

地
震
保
険
料
控
除

（ 実質損失額－総所得金額等の合計額 ×1 0 ％） 又は
（ 災害関連支出の金額－５ 万円） のう ちいずれか高い方の金額

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により 計算し た控除額の合
計額（ 限度額7 0 ,0 00円）。一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と 旧契約の双方について控除
の適用を受ける場合、新契約と 旧契約それぞれ上の算式により 計算し た控除額の合計額（ 限度額28 ,000円）と の
選択可。

医療費の実質負担額－（ 1 0 万円と 総所得金額等の５ ％のいずれか低い金額）

支払っ た保険料の全額

支払金額
1 2 ,0 0 0 円以下のと き
1 2 ,0 0 0 円超 3 2 ,0 0 0 円以下のと き
3 2 ,0 0 0 円超 5 6 ,0 0 0 円以下のと き
5 6 ,0 0 0 円超のと き

控除額
全額
支払金額の１ ／２ ＋6 ,0 0 0 円
支払金額の１ ／４ ＋1 4 ,0 0 0 円
2 8 ,0 0 0 円

支払金額
5 0 ,0 0 0 円以下のと き
5 0 ,0 0 0 円超のと き

控除額
支払金額の１ ／２
2 5 ,0 0 0 円

支払金額
1 5 ,0 0 0 円以下のと き
1 5 ,0 0 0 円超 4 0 ,0 0 0 円以下のと き
4 0 ,0 0 0 円超 7 0 ,0 0 0 円以下のと き
7 0 ,0 0 0 円超のと き

控除額
全額
支払金額の１ ／２ ＋7 ,5 0 0 円
支払金額の１ ／４ ＋1 7 ,5 0 0 円
3 5 ,0 0 0 円

支払金額
5 ,0 0 0 円以下のと き
5 ,0 0 0 円超 1 5 ,0 0 0 円以下のと き
1 5 ,0 0 0 円超のと き

地震保険と 旧長期の両方がある場合は、その合計額（ 限度額2 5 ,0 0 0 円）

控除額
全額
支払金額の１ ／２ ＋2 ,5 0 0 円
1 0 ,0 0 0 円

　 4 8 万円超　 1 0 0 万円以下

1 0 0 万円超　 1 0 5 万円以下

1 0 5 万円超　 1 1 0 万円以下

1 1 0 万円超　 1 1 5 万円以下

1 1 5 万円超　 1 2 0 万円以下

1 2 0 万円超　 1 2 5 万円以下

1 2 5 万円超　 1 3 0 万円以下

1 3 0 万円超　 1 3 3 万円以下

1 3 3 万円超

4 8 万円以下

9 0 0 万円以下
9 0 0 万円超

9 5 0 万円以下

控除を受ける納税者本人の合計所得額控除の種類に

対応する配偶者の

合計所得金額 9 5 0 万円超
1 ,0 0 0 万円以下

配
偶
者
特
別
控
除

配
偶
者

控

　除

控除なし

障害者

控　 除
老　 人

特　 定

同居老親等

納税者
本人の
所得金額

一　 般

寡婦控除

普通

特別

同居特別

ひと り 親控除

勤労学生控除

扶
養
控
除

基
礎
控
除

特
別
徴
収
税
額

市
民
税
・
県
民
税
額

5



納税者本人の
所得金額

9 0 0 万円
以下

1 ,0 0 0 万円以下の部分 1 ,0 0 0 万円超の部分

市民税 県民税 市民税 県民税

9 0 0 万円超
9 5 0 万円

以下

配偶者
控　 除

配偶者
特別控除

控除の種類 金　 額

一　 般

老　 人

4 8 万円超
5 0 万円未満

5 0 万円以上
5 5 万円未満

5 0 ,0 0 0 円 4 0 ,0 0 0 円

1 0 0 ,0 0 0 円 6 0 ,0 0 0 円

5 0 ,0 0 0 円 4 0 ,0 0 0 円

3 0 ,0 0 0 円 2 0 ,0 0 0 円

2 .2 4 ％

1 .1 2 ％

0 .5 6 ％

0 .5 6 ％

0 .2 8 ％

0 .1 4 ％

1 .1 2 ％

0 .5 6 ％

0 .2 8 ％

0 .2 8 ％

0 .1 4 ％

0 .0 7 ％

課税所得金額

種　 類　

利益の配当等

外貨建等以外の証券投資信託

外貨建等証券投資信託

9 5 0 万円超
1 ,0 0 0 万円

以下

2 0 ,0 0 0 円
課税総所得金額から 人的控除差調整額を控除し た金額 割　 合

市民税 ４ ／５ 県民税 １ ／５

市民税 県民税

区　 　 　 分 市民税 県民税

均等割 3 ,0 0 0 円 1 ,0 0 0 円

1 ,0 0 0 円

所得割（ 総合課税分）

森林環境税

８ ％ ２ ％

配当割額又は株式等譲渡所得割額 ３ ／５ ２ ／５

０ 円以上1 9 5 万円以下

1 9 5 万円超 3 3 0 万円以下

3 3 0 万円超 6 9 5 万円以下

6 9 5 万円超 9 0 0 万円以下

9 0 0 万円超 1 ,8 0 0 万円以下

1 ,8 0 0 万円超 4 ,0 0 0 万円以下

4 ,0 0 0 万円超

０ 円未満（ 課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有し ない場合）

０ 円未満（ 課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合） 地方税法に定める割合

8 4 .8 9 5 ％

7 9 .7 9 ％

6 9 .5 8 ％

6 6 .5 1 7 ％

5 6 .3 0 7 ％

4 9 .1 6 ％

4 4 .0 5 5 ％

9 0 ％

3 0 ,0 0 0 円

2 0 ,0 0 0 円

1 0 ,0 0 0 円

扶養控除
一　 般

特　 定

5 0 ,0 0 0 円 老　 人

1 8 0 ,0 0 0 円 同居老親等

1 0 0 ,0 0 0 円

1 3 0 ,0 0 0 円

控除の種類

基礎控除

寡婦控除

父

母

勤労学生控除

障害者
控　 除

金　 額

5 0 ,0 0 0 円

1 0 ,0 0 0 円普通

特別

同居特別

1 0 0 ,0 0 0 円

2 2 0 ,0 0 0 円

1 0 ,0 0 0 円

1 0 ,0 0 0 円

5 0 ,0 0 0 円

1 0 ,0 0 0 円

ひと り
親控除

■税額控除（ 配当控除）

■税額控除（ 住宅借入金等特別税額控除）

■税額控除（ 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

■税率

■税額控除（ 調整控除） ※合計所得金額 2 ,5 0 0 万円以下の場合に適用 ■税額控除（ 寄附金税額控除）

合計課税所得金額が 2 0 0 万円以下の者

　 次の①と ②のいずれか少ない額の５ ％（ 市民税４ ％、 県民税１ ％） に相当する 金額

　 　 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある 場合は、 同表金額欄に掲げる金額を 合算し た金額

　 　 ②合計課税所得金額

合計課税所得金額が 2 0 0 万円超の者

①の金額から ②の金額を 控除し た金額（ ５ 万円を 下回る 場合は５ 万円） の５ ％（ 市民税４ ％、 県民税１ ％）

に相当する 金額（ ただし 、 こ の額が 2 ,5 0 0 円未満の場合は 2 ,5 0 0 円）

　 　 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある 場合は、 同表金額欄に掲げる金額を 合算し た金額

　 　 ②合計課税所得金額から 2 0 0 万円を 控除し た金額

　 前年中に次に掲げる 寄附金を 支出し 、 合計額（ 寄附金の合計額が総所得金額の合計額の 3 0 ％

を 超える 場合には当該 3 0 ％に相当する 金額） が２ 千円を 超える 場合には、 その超える 金額の市

民税は８ ％、 県民税は２ ％に相当する 金額

①都道府県、 市区町村に対する 寄附金（ 特例控除対象）

②新潟県共同募金会・ 日本赤十字社新潟県支部・ 都道府県・ 市区町村に対する 寄附金（ 特例控除

対象以外）

③所得税法等に規定さ れる 寄附金控除の対象のう ち 、 住民の福祉の増進に寄与する 寄付金と し て

新潟県又は新潟市の条例で定める も の

④特定非営利活動法人に対する 寄附金のう ち 、 住民の福祉の増進に寄与する 寄附金と し て新潟県

又は新潟市の条例で定める も の

※ただし 、①の寄附金が２ 千円を 超える場合は、 その超える金額に下表の左欄の区分に応じ て右欄

の割合を 乗じ て得た額の市民税は５ 分の４ 、 県民税は５ 分の１ に相当する 金額を さ ら に加算し た

金額（ 所得割の 2 0 ％に相当する 金額を 超える と き は、 その 2 0 ％に相当する 金額）

　 前年分の所得税において平成 2 1 年から 令和７ 年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を 受け

た 場合、①から ②を 控除し た 金額（ 前年分の所得税に 係る 課税総所得金額等の５ ％に 相当す る 金額

（ 9 7 ,5 0 0 円を 限度） を 超える場合には、 当該金額） に下欄の割合を 乗じ た金額

　 ただし 、 居住年が平成 2 6 年４ 月から 令和３ 年まで（ 地方税法附則第6 1 条の規定の適用がある 場合は令

和４ 年まで） であっ て、 特定取得、 特別特定取得（ 特例取得及び特別特例取得を 含む） 又は特例特別特例

取得に該当する場合は、「 ５ ％」 を 「 ７ ％」 と 、「 9 7 ,5 0 0 円」 を 「 1 3 6 ,5 0 0 円」 と し て計算し た金額

①前年分の所得税に係る 住宅借入金等特別控除額（ 特定増改築等に係る 住宅借入金等の金額又は平成

1 9 年若し く は平成2 0 年の居住年に係る 住宅借入金等の金額を 有する 場合には、 当該金額がなかっ たも

のと し て計算し た金額）

　 ②前年分の所得税額（ 住宅借入金等特別控除等適用前の金額）
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　 退職者に支払われる 退職手当等に対する 市民税・ 県
民税は、 所得税と 同様に他の所得と 区分し て課税さ れ

ます。 こ れを 「 分離課税に係る 所得割」 と いい、 退職
手当等が支払われる 際に支払者が税額を 計算し 、 支払
金額から その税額を 徴収し て市町村に納入する こ と と

さ れています。
（ 地方税法第 50 条の５ 、 第 328 条の５ ）

１ 　 納税義務者

　 　 　 分離課税に係る 所得割の対象と なる 納税義務者は、 退職手当等の支払いを
受ける人です。 ただし 次の人は課税さ れません。

　 　 ⑴　 退職手当等の支払われる 年の１ 月１ 日現在、 生活保護によ る 生活扶助を

受けている 人
　 ⑵　 退職手当等の支払われる年の１ 月１ 日現在、 国内に住所を 有し ない人

　 ⑶　 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より 少ない人
　 　 ⑷　 死亡によ り 退職し た人に支給すべき 退職手当等で、 その人の相続人等に

支給さ れる こ と と なっ たも の

２ 　 課税する市町村

　 分離課税に係る 所得割を 課税する 市町村は、 退職手当等の支払いを 受ける
日（ 通常は退職日） の属する 年の１ 月１ 日現在における 退職者の住所所在地
です。

３ 　 特別徴収税額の計算方法

　 　 分離課税に係る 所得割額は、 次によ り 計算し ます。

市・ 県民税の計算

課税退職所得金額 ×６ ％

（ 1 0 0 円未満切り 捨て）

＝

退職手当

等の区分

一般退職

手当等の

場合

※１

課税退職所得金額（ 1 ,0 0 0 円未満切り 捨て）

（ 一般退職手当等の収入金額－退職所得控除額 ※４ ） ×１ ／２

特定役員

退職手当

等の場合

※２

短期退職

手当等の

場合

※３

特定役員退職手当等の収入金額－退職所得控除額

①短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額≦3 0 0 万円の場合

（ 短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額） ×１ ／２

②短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額＞3 0 0 万円の場合

1 5 0万円＋｛（ 短期退職手当等の収入金額－（ 300万円＋退職所得控除額）｝

市民税所得割額

課税退職所得金額 ×４ ％

（ 1 0 0 円未満切り 捨て）

＝ 県民税所得割額

退職所得に対する

市民税・ 県民税の特別徴収
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５ 　 納入方法と 記入のし かた

　 特別徴収し た税額は、 徴収し た月の翌月 10 日までに同封の納入書で取扱指
定金融機関等へ納入し てく ださ い。
　 給与支払報告書等を 提出する際に納入書「 不要」 と し た事業所で、 退職所

得に対する市民税・ 県民税を 納入する ために納入書が必要な場合は、 新潟市
ホームページから ダウンロ ード し てく ださ い（ 裏表紙を 参照）。

　 納入時は、 納入書の納入金額欄の「 退職所得分」、 納入書裏面の「 納入申告
書」 を それぞれ記入し てく ださ い。

（ 15・ 16 ページの「 特別徴収納入書の記入のし かた」 を 参照）

６ 　 その他

　 法人の役員に退職手当等を 支払っ た場合は、 退職所得の源泉徴収票を 市民
税課に提出し てく ださ い。

※１ 　 　 一般退職手当等と は、 退職手当等のう ち、 特定役員退職手当等及び短
期退職手当等のいずれにも 該当し ないも のを いいます。

※２ 　 　 特定役員退職手当等と は、 役員等と し ての勤続年数が５ 年以下である
人が支払いを 受ける退職手当等のう ち、 その役員等と し ての勤続年数に

対応する 退職手当等と し て支払いを 受けるも のを いいます。
　 　 　 　 対象と なる 役員は法人税法第２ 条第 15 号に規定する 役員、 国会議員及

び地方公共団体の議会の議員、 国家公務員及び地方公務員です。

※３ 　 　 短期退職手当等と は、 短期勤続年数（ 役員等以外の者と し て勤務し た

期間によ り 計算し た勤続年数が５ 年以下である も のを いいます。 こ の勤
続年数については、 役員等と し て勤務し た期間がある 場合には、 その期

間を 含めて計算し ます） に対応する 退職手当等と し て支払いを 受ける も
のであっ て、 特定役員退職手当等に該当し ないも のを いいます。

　 　 　 　 なお、 短期退職手当等は令和４ 年１ 月１ 日以後に支払う べき 退職手当

等について適用さ れます。

４ 　 退職所得控除額の計算（ ※４ ）
　 　 退職所得の控除額は次のア～ウよ り 算出し てく ださ い。
　 　 ア　 勤続年数が 20 年以下の場合……40万円 × 勤続年数

　 　 イ 　 勤続年数が 20 年を 超える 場合
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 …800万円＋70万円 ×（ 勤続年数－20年）

　 　 ウ　 退職手当等の支払いを 受ける 者が障害者と なっ たこ と によ り 退職し た
と 認めら れる 場合は、 ア及びイ によ り 計算し た金額に 100 万円を 加えた

金額と なり ます。
　

（ 注）　 ◯上記によ り 計算し た退職所得控除額が 80 万円未満の場合は、

80 万円と なり ます。
　 　 　 ◯勤続年数に１ 年未満の端数がある 場合は、 その端数は１ 年に切

り 上げて計算し ます。

国指定重要文化財「 萬代橋」

　 計算例　 一般退職手当等の支払金額……………………1,750万円
　 　 　 　 　 勤続年数…………………………………………30 年

　 　 　 　 　 退職所得控除額　 800 万円＋70 万円 ×（ 30 年－20 年）＝1,500万円
　 　 　 　 　 退職所得控除後の金額　 1,750 万円－1,500 万円＝250 万円

の場合

市民税

県民税

合 計

250万円 ×１ ／２ ×６ ％＝７ 万5,000円

250万円 ×１ ／２ ×４ ％＝５ 万円

1 2 万5 ,0 0 0 円
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給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る 給与所得者異動届出書

◎異動があっ た場合は、 すみやかに提出し てく ださ い。

税額の通知は、 原則、 届出書が市民税課へ到達し た月の翌月中旬に発送し ます

【 提出先】〒951-8554　 新潟市中央区古町通７ 番町1010番地　 古町ルフ ル３ 階
　 　 　 　 　 　 新潟市財務部市民税課

1. 現年度　 2. 新年度　 3. 両年度年度
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Ｐ
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い
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た
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が
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勤
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「
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」
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に
「
１
」
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す
る
と
と
も
に
、
「
１.

特
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徴
収
継
続
の
場
合
」
欄
に
必
要
事
項
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く
だ
さ
い
。

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
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者
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未
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あ
る
場
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は
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収
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る
こ
と
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れ
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い
ま
す
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意
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ᡮ⩽

ᢰ
ᙔ
⩽
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⤙
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ᡜ ᒌ
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様式１

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る 給与所得者異動届出書の書き 方 特別徴収するこ と ができ なく

なっ た事由の該当番号を記入

し てく ださ い。印かんは不要です。

税額通知書でお知ら せし まし た、

指定番号、 宛名番号を記入し て

く ださ い。

新潟市内の納税義務者を新た

に特別徴収する場合は、 納入

書の要否の欄内に該当番号を

記入し てく ださ い。

一括徴収し た税額を納入する

際に使用する、 納入書の月を

記入し てく ださ い。

（ 例　 ９ 月分の納入書を 使用→９ ）

特別徴収継続の場合、 こ の欄

を記載の上、 新たな勤務先へ

送付し てく ださ い。

新特別徴収義務者（ 転勤先）

に対し て、 すでに本市が指定

番号をお知ら せし ている場合

は記入し てく ださ い。

新たに特別徴収を開始する場

合は、 新規に◯を付けてく だ

さ い。

給与所得者のマイ ナンバー

（ 12 桁） を記入し てく ださ い。

今までに新潟市へ納税し た月と

合計額を記入し てく ださ い。

年税額から 徴収済額を 差し 引いた

残額を記入し てく ださ い。

特別徴収税額通知書に記載さ れた

合計額を 記入し てく ださ い。

退職等の後、 住所を変更する

と き は、 新住所を記入し てく

ださ い。

新し い勤務先（ 転勤先）

の所在地・ 名称等（ フ リ ガナ）

を記入し てく ださ い。

×

×××-◯◯◯◯

新潟市中央区◯△×

新潟市中央区◯△□

ニイガタ　ミナト

H12 9 10

00 0 0 00 0 00 0 0 0

60,000 15,000

6
8

9 R6
5 9

1

1
10 9 45,000

9

2

3045,000

新潟　湊

東京都世田谷区△△

サンカクシカクショウテン

△□商 店◯ △

11111
3
人事課

花野古町

025-△△△-××××123

年度の途中で退職、 休職や転勤等により 特別徴収（ 給与天引き ） が出来なく なっ た際に提出し ていただく 書類です
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給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る 給与所得者異動届出書

◎異動があっ た場合は、 すみやかに提出し てく ださ い。

税額の通知は、 原則、 届出書が市民税課へ到達し た月の翌月中旬に発送し ます

【 提出先】〒951-8554　 新潟市中央区古町通７ 番町1010番地　 古町ルフ ル３ 階
　 　 　 　 　 　 新潟市財務部市民税課

1. 現年度　 2. 新年度　 3. 両年度年度
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た
だ
き
ま
す

備
　
考
　
欄

（ 宛先）

新潟市長
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

給
与
の
支
払
い
を
受
け
な
く
な
っ
た
者
が
、
新
し
い
勤
務
先
に
お
い
て
特
別
徴
収
の
継
続
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
「
異
動
後
の
未
徴
収
税
額
の
徴

収
方
法
」
欄
の
枠
内
に
「
１
」
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、「
１.

特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
欄
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
者
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

１２３４

ご
注
意

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

担
当
者
連
絡
先

所 属

氏 名

電話番号

様式１

1 0





給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 に係る 給与所得者異動届出書

◎異動があっ た場合は、 すみやかに提出し てく ださ い。

税額の通知は、 原則、 届出書が市民税課へ到達し た月の翌月中旬に発送し ます

【 提出先】〒951-8554　 新潟市中央区古町通７ 番町1010番地　 古町ルフ ル３ 階
　 　 　 　 　 　 新潟市財務部市民税課

1. 現年度　 2. 新年度　 3. 両年度年度

※

用
紙
が
不
足
す
る
場
合
は
新
潟
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
、
又
は
コ
ピ
ー
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。
徴
収
方
法
の
記
載
が
な
い
場
合
は
普
通
徴
収
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

備
　
考
　
欄

（ 宛先）

新潟市長
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

給
与
の
支
払
い
を
受
け
な
く
な
っ
た
者
が
、
新
し
い
勤
務
先
に
お
い
て
特
別
徴
収
の
継
続
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
「
異
動
後
の
未
徴
収
税
額
の
徴

収
方
法
」
欄
の
枠
内
に
「
１
」
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、「
１.

特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
欄
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
者
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

１２３４

ご
注
意

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

担
当
者
連
絡
先

所 属

氏 名

電話番号

様式１

1 1



※65歳以上の方の公的年金に係る 税額は、 給与から の特別徴収への切替はでき ません※

※

原則、 依頼書提出月の

翌々月から になり ます

※

原則、 依頼書提出月の

翌々月から になり ます

※

原則、 依頼書提出月の

翌々月から になり ます

備

　
考

　
欄

〈 連絡事項記入欄〉

様式 2

担当者連絡先
氏名

※納期限が土・ 日曜、 祝日等にあたる と き はその翌営業日

・ 用紙が不足する 場合は新潟市Ｈ Ｐ から ダウン ロ ード する か、 コ ピ ーし てお使いく ださ い

特別徴収に切り 替える方の住所・ 氏名

特別徴収に切り 替える方の住所・ 氏名

特別徴収に切り 替える方の住所・ 氏名

普通徴収納期限　 第 1 期  6 月30日、 第 2 期  8 月31日、 第 3 期  10月31日、 第 4 期  1 月31日

【 提出先】〒951-8554　 新潟市中央区古町通７ 番町1010番地　 古町ルフ ル３ 階　 新潟市財務部市民税課

年度の途中で普通徴収から 特別徴収（ 給与天引き） へ変更する際に提出し ていただく 書類です

連絡事項があれば記入し てく ださ い。 送り 状の添付は不要で す。

※必須項目

普通徴収の未納付分と

期数を 従業員に確認し

てく ださ い。

特別徴収に切り 替える

こ と が出来るのは納期

限を 過ぎていない分だ

けです。 納期限を 過ぎ

た分は従業員本人が納

付し てく ださ い。

税額通知書でお知ら せし た指定番号を 記入し て

く ださ い。 新潟市で初めて特別徴収を する場合

は新規に◯を 付けてく ださ い。

印かんは不要です。

新潟市で初めて特別徴収

を する場合は、 納入書の

要・ 不要に◯印を 付けて

く ださ い。

普通徴収の納税通知書

を 従業員が持っ ている

場合は、 同通知書に記

載さ れている年税額・

照会コ ード を 記入し て

く ださ い。

事業所独自の受給者番号

があり 、 通知書にも その

記載が必要な場合は記入

し てく ださ い。

※必須項目

提出月の翌々月以降で、

給与天引き を 始めたい

月を 記入し てく ださ い。

こ の書類について回答でき る方

の電話番号、 所属、 担当者名を

記入し てく ださ い。

7令和

××× △△△△
新潟市東区◯△□

新潟市西区△◯□
エチゴ ヘイヤ

025 ××× ××××

55

90,000

120,000
506××××6 1

R6 9
越後　平野

株式会社 ◯◯コーポレーション
マルマルコーポレーション

経理

11111

鈴木
◯ △

1 2



※65歳以上の方の公的年金に係る税額は、 給与から の特別徴収への切替はでき ません※

※

原則、 依頼書提出月の

翌々月から になり ます

※

原則、 依頼書提出月の

翌々月から になり ます

※

原則、 依頼書提出月の

翌々月から になり ます

備

　考

　欄

〈 連絡事項記入欄〉

様式 2

担当者連絡先
氏名

※納期限が土・ 日曜、 祝日等にあたると き はその翌営業日

・ 用紙が不足する場合は新潟市Ｈ Ｐ から ダウンロード するか、 コ ピーし てお使いく ださ い

特別徴収に切り 替える 方の住所・ 氏名

特別徴収に切り 替える 方の住所・ 氏名

特別徴収に切り 替える 方の住所・ 氏名

普通徴収納期限　 第 1 期  6 月30日、 第 2 期  8 月31日、 第 3 期  10月31日、 第 4 期  1 月31日

【 提出先】〒951-8554　 新潟市中央区古町通７ 番町1010番地　 古町ルフ ル３ 階　 新潟市財務部市民税課

1 3





【 提出先】 〒951-8554 新潟市中央区古町通７ 番町1010番地
古町ルフ ル３ 階　 新潟市財務部市民税課

事　 　 項

変更年月日 年　 　 　 　 月　 　 　 　 日

※変更項目のみ記入し てく ださ い ※変更項目のみ記入し てく ださ い変　 更　 前（ 旧） 変　 更　 後（ 新）

フ リ ガナ

フ リ ガナ

所　 在　 地
〒　 　 　 　 ― 〒　 　 　 　 ―

〒　 　 　 　 ― 〒　 　 　 　 ―

〒　 　 　 　 ―

　 　 　 　 　 　 　 ―　 　 　 　 　 　 　 ―　 　 　 　 　 　 　（ 内線　 　 　 　 　 　 　 ）

1． 事務所等移転　 　 2． 送付先変更　 　 3． 社名（ 名称）変更　 　 4． 法人成り 　 　 5． 個人事業化　 　 6． 給与事務の統合【 下欄を 記入し てく ださ い】

7． 合併による 変更【 下欄を 記入し てく ださ い】　 　 8． 分割による 変更【 下欄を 記入し てく ださ い】　 　 9． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

1． 指定番号を 新規に取得する 。

※指定番号の変更を 伴う 場合は別途、 給与所得者異動届出書の提出が必要です。

一覧表での提出も 可能です。 詳し く は問い合わせてく ださ い

　 　 　 　 　 　 　 ―　 　 　 　 　 　 　 ―　 　 　 　 　 　 　（ 内線　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 　 　 　 ―　 　 　 　 　 　 　 ―　 　 　 　 　 　 　（ 内線　 　 　 　 　 　 　 ）

変更理由

（ 該当番号に◯）

フ リ ガナ

名　 　 称

電話番号

関係書類

送付先

所 在 地

フ リ ガナ

名　 　 称

電話番号

法人番号

特別徴収義務者

指定番号

統
合
・
合
併
・
分
割
後
の
指
定
番
号

統
合
・
合
併
・
分
割
さ
れ
る
事
業
所

2． 変更後（ 新） の指定番号を 使用する。

指定番号
市町村ごと に
異なり ます

3． 変更前（ 旧） の指定番号を 継続使用する。

指定番号
市町村ごと に
異なり ます

※市町村ごと
に異なり ます

提出
電
話
番
号

担当者

連絡先

様式３

※用紙が不足する場合は新潟市Ｈ Ｐ から ダウンロード するか、
　 コ ピーし てお使いく ださ い
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受付店→㈱第四北越銀行本店→新潟市

納 　 入 　 書 納入済通知書

長野貯金事務センタ ー
（ 郵便番号 380-8794）

Ⓐ～Ⓓと 指定番号
の 記 載 が な い 場
合、正し く 納入さ
れないこ と があり
ます。正確に記載
し てく ださ い。

Ⓐ： 給与分の特別
徴収税額を収める
場合、その金額を
記載し てく ださ い。
退職により 一括徴
収する場合もこ の
欄に記載し てく だ
さい。

Ⓑ： 退職所得に対
する 市・ 県民税を
納入する場合、裏
面の⑤と ⑥の金額
の合計金額を記載
し てく ださ い。

Ⓒ： Ⓐと Ⓑの合計
金額を 記載し てく
ださ い。

Ⓓ： 予備の納入書
を 使用する 場合、
何月分の納入か分
かるよう 、
必ず年月を記載し
てく ださ い。

（ ３ か所）

個人市民税
個人県民税
森林環境税

個人市民税
個人県民税
森林環境税

個人市民税
個人県民税
森林環境税

令和 6 6

令和 6

951-8550
新潟市中央区学校町通 1 番町
602 番地

株式会社  新潟商事

7 10

11111

40000
125000

165000

40000
125000

165000

40000
125000

165000

令和 6 6

令和 6

951-8550
新潟市中央区学校町通 1 番町
602 番地

株式会社  新潟商事

7 10

11111
令和 6 6

令和 6

951-8550
新潟市中央区学校町通 1 番町
602 番地

株式会社  新潟商事

7 10

11111

1 5



特別徴収納入書の記入のし かた（ 裏）

裏面は退職所得に対する市・ 県民税が生じ る場合のみ記載し てく ださ い

① 納入申告書の提出日を記載し てく ださ い。

② 実際に退職所得が支払われる月を記載し てく ださ い。

③ 退職所得に対する市・ 県民税が算出さ れる人の数を記載し てく ださ い。

④ ③で記載さ れた人数に対し て支給し た、 退職手当等の金額の合計額を記載し てく ださ い。

⑤ ③に記載さ れた者について算出さ れた市民税の合計額を記載し てく ださ い。

⑥ ③に記載さ れた者について算出さ れた県民税の合計額を記載し てく ださ い。

⑦ 事業所の住所又は所在地と 氏名又は名称を記載し てく ださ い。

・ 個人事業主の場合は法人番号を記入する必要はあり ません。

・ 役員等の場合は、 退職所得の特別徴収票（ 源泉徴収票） も 併せて市民税課に提出し てく ださ い。

令和 6 6

令和 6 6
1

25

951-8550

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

新潟市中央区学校町通 1 番町
602 番地

株式会社  新潟商事

17500000

75000

50000

特
別
徴
収
税
額

1 6



380 8794
※右上の日付は第１ 回分納入日を記入し てく ださ い

お 　 願 　 い

　 特別徴収義務者におかれまし ては、 新

潟県及び長野県以外の郵便局窓口で納付

する際に右の指定通知書の提出を求めら

れる場合があり ます。

　 そ の際は、 指定通知書に納付を する

ゆう ち ょ 銀行名又は郵便局名を 記入し 、

第１ 回分を 納入すると き にその郵便局へ

提出し てく ださ い。

　 貴局を 地方税法第41条、 第319条及び第321条の５ 第４ 項の規定

にも と づいて、 当市の市民税・ 県民税・ 森林環境税特別徴収税額

の取扱局に指定し まし たから 通知し ます。

1 7

※当該ページの指定通知書はウェブページからダウンロードできません
　必要な場合は新潟市役所市民税課までご連絡ください





■給与支払報告書の提出

■給与支払報告・ 特別徴収に係る 給与所得者異動届出

■普通徴収から 特別徴収への切替申請

■特別徴収義務者の所在地・ 名称変更届出

■退職所得に係る 納入申告書の提出

■納税管理人の設定

次の申請等も できます！

インタ ーネット で地方税の申告、申請、納税ができます！

eLTA X は地方税における手続きを、

イ ンタ ーネッ ト を利用し て電子的に行なう システムです。

h ttp ://w w w .e lta x . lta .g o . j p /

eLTA X ヘルプデスク （ 月～金曜 9 ： 0 0 ～1 7 ： 0 0 ）

電話番号 0 5 7 0 -0 8 1 -4 5 9

1 8

http://www.eltax.lta.go.jp/


主な手続き 次の書類を新潟市 市民税課へ

速やかに提出し てく ださ い。

退職・ 休職などで

給与天引き

でき ない

給与支払報告・ 特別徴収に係る

給与所得者異動届出書

特別徴収義務者

所在地・ 名称等変更届出書
　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 14 ページ）

事業所の

所在地や名称など

が変わっ た

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 10・ 11 ページ）

※税額通知書に記載さ れている人は

　 税額が０ 円でも 提出が必要です

※納入書はそのままお使いいただけます

※新潟市の法人市民税対象の事業所は別途書類が必要です

　 市民税課法人・ 諸税係（ 電話 025-226-2249） へお問い合わせく ださ い

採用・ 復職などで

給与天引き を

始めたい

特別徴収切替依頼書

（ 13 ページ）

※提出月の翌々月から 開始できます

　 例　 ５ 月提出→７ 月開始

よくあるご質問
お問い合わせの前にご確認く ださ い。

お電話いただく 際は「 指定番号」、 対象者の氏名・

生年月日が分かるも のを お手元にご用意く ださ い。

　 特別徴収の申請・ 届出は、 イ ン タ ーネッ ト を 利用し た「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ

（ エルタ ッ ク ス）」がおすすめです。 詳し く は18 ページを ご覧く ださ い。

　 紙の様式は本誌に掲載し て いる ほか、 新潟市ホームページ から も

ダウン ロ ード で き ま す。 検索サイ ト で「 新潟市　 特別徴収」 と 検索

し てく ださ い。

１ 月末締切の「 給与支払報告書」 で、 徴収

区分を 「 特別徴収」（ 給与天引き ） と し て、

新潟市に提出し た人

４ 月1 5 日ま で に、「 特別徴収切替依頼書」

ま た は転勤・ 転職によ る 特別徴収継続で

「 給与所得者異動届出書」 を 新潟市に提出

し た人

給与支払報告書を 新潟市へ提出す る 際、

誤っ て「 普通徴収者分仕切紙」 の下に該当

者を 入れて 提出さ れた可能性があり ま す。

特別徴収切替依頼書を ご提出く ださ い。

郵送の場合は、 ４ 月1 5 日ま で に申請が新

潟市へ届かなかっ た可能性があり ます。 ６

月以降に送付する「 特別徴収税額の変更通

知書」 を ご確認く ださ い。

市民税課に①または②を提出済みで

「 特別徴収税額の決定通知書」 に記載さ れていない場合

Q １ 　「 特別徴収税額の決定通知書」（ 特別徴収義務者用） には、 ど んな人が記載さ れてい

る のか？

A１ 　 同通知書には次の①と ②のいずれかに該当する人を 掲載し ています。

Q ２ 　 確定申告の内容が反映さ れていない

A２ 　 申告時期によ っ ては本通知書に内容が反映さ れていない場合があり ま す。 ６ 月以降

に送付する「 特別徴収税額の変更通知書」 でご確認く ださ い。

Q ３ 　 市民税・ 県民税・ 森林環境税が思っ ていた税額と 違う

A３ 　 課税内容に不明な点がある 場合は、 従業員本人が市民税課へ問い合わせてく ださ い。

問い合わせ先は圧着式の通知書の内側に記載し ています。

　 　 　 個人情報のため、 事業所から の従業員個人の課税内容への問い合わせには回答でき

ません。

２１

新潟市　 特別徴収

個人住民税の定額減税

定額減税対象者は、６ 月分の特別

徴収はあり ません。

詳し く は新潟市

ホームページを

ご覧く ださ い。


